
平
成
二
十
三
年
八
月
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菅
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人

衆
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議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
稲
津
久
君
提
出
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
整
備
促
進
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
稲
津
久
君
提
出
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
整
備
促
進
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
専
ら
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
建
設
省
令
第
十
八
号
）
第
十

三
条
第
二
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
Ｅ
Ｔ
Ｃ
通
行
車
の
通
行
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
将
来
的
に
、
高
速
道
路
（
高
速
道
路
株
式
会
社
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
九
十
九
号
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
速
道
路
を
い
う
。
）
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
平
均
間
隔
を
欧
米
諸
国
と
同
等
の
水
準
に
改

善
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
当
面
、
人
口
、
産
業
等
が
集
積
す
る
平
地
部
、
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
が
設
置
さ
れ
て
い

な
い
市
町
村
等
に
重
点
的
に
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

高
速
道
路
利
便
増
進
事
業
（
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

三
十
四
号
）
第
四
条
第
十
項
に
規
定
す
る
高
速
道
路
利
便
増
進
事
業
を
い
う
。
）
に
よ
る
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の

設
置
に
当
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
設
置
に
よ
る
料
金
の
増
収
分
で
そ
の
管
理
及
び
運
営
費
用
を
賄
う
こ
と
の
ほ
か
、

そ
の
設
置
に
よ
り
、
既
設
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
や
周
辺
道
路
の
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
、
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
へ
の

一



ア
ク
セ
ス
時
間
の
改
善
、
災
害
の
お
そ
れ
の
あ
る
一
般
道
路
の
区
間
の
代
替
、
地
域
活
性
化
の
促
進
な
ど
の
十
分
な
社
会
便

益
が
図
ら
れ
る
こ
と
等
を
要
件
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
で
は
、
整
備
を
予
定
し
て
い
る
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
ご
と
に
設
置
さ
れ
る
地
区
協
議
会
に
お
い
て
、

そ
の
整
備
及
び
維
持
管
理
に
要
す
る
コ
ス
ト
の
縮
減
等
を
図
る
観
点
か
ら
、
そ
の
構
造
、
整
備
方
法
等
に
係
る
助
言
等
の
支

援
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

二


